
呉市建築物土砂災害等対策事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，土砂災害から市民の生命及び身体を保護するため，社会資本

整備総合交付金交付要綱（平成２２年３月２６日付け国官会第２３１７号国土交

通事務次官通知。以下「交付金要綱」という。）に基づき，土砂災害警戒区域等

における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第９

条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域（以下「特別警戒区域」という。）内

における既存不適格の住宅・建築物の土砂災害対策改修を実施する所有者に対し，

予算の範囲内において補助金を交付することについて，呉市補助金等交付規則

（昭和６３年呉市規則第２４号。以下「交付規則」という。）に規定するものの

ほか，必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 土砂災害対策改修 土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していない住

宅・建築物に対し，想定される土石等の高さや衝撃力に応じて定められた仕

様を満たす鉄筋コンクリート造の外壁等を設ける等の改修をいう。 

(2) 事業実施者 土砂災害対策改修を実施する建物所有者をいう。 

 

（補助金交付対象事業） 

第３条 この要綱による補助金（以下「補助金」という。）の交付の対象となる事

業（以下「補助金交付対象事業」という。）は，事業実施者が行う土砂災害対

策改修とする。 

２ 補助金交付対象事業は，次の各号に掲げる要件のいずれにも適合するものでな

ければならない。 

(1) 土砂災害対策改修の対象とする住宅・建築物（以下「補助金交付対象建築

物」という。）が，特別警戒区域内に存するものであること。 

(2) 補助金交付対象建築物が建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第

８０条の３の規定について既存不適格であること。 

(3) 土砂災害対策改修の結果，補助金交付対象建築物が土砂災害に対して安全な

構造となること。 

 

（補助金の交付額） 

第４条 補助金の交付額は，事業実施者の土砂災害対策改修に要する工事費に１０

０分の２３を乗じて得た額とする。 

２ 前項の規定により算出された額に千円未満の端数があるときは，これを切り捨

てるものとする。 

３ 第１項の土砂災害対策改修に要する工事費は，３，３６０，０００円を限度と



する。 

 

（事業実施者の募集） 

第５条 市長は，この要綱による補助事業（以下「補助事業」という。）の事業実

施者を公募するものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 事業実施者は，補助金の交付を受けて土砂災害対策改修を実施しようとす

る場合には，補助金交付申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の関係書類は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 事業計画書 

(2) 交付申請額の算出方法及び事業費の配分 

(3) 補助金交付対象建築物の概要，事業内訳及び交付申請額の算定内訳 

(4) その他市長が必要と認める書類 

３ 第１項の補助金交付申請書並びに前項第１号，第２号及び第３号に掲げる関係

書類の様式は，別記様式第１号のとおりとする。 

 

（交付決定・変更決定通知等） 

第７条 市長は，前条第１項の規定により提出された補助金交付申請書等の内容が

交付金要綱，交付規則及びこの要綱の規定に適合するものであると認める場合

は，別記様式第２号の交付決定通知書を事業実施者に交付するものとする。 

２ 次条第１項第１号に規定する申請書の提出を受け，当該申請の内容が適合する

ものであると認めた場合には，別記様式第３号の交付変更承認通知書を事業実

施者に交付するものとする。 

３ 事業実施者は，第１項の規定による交付決定通知を受けた後でなければ，土砂

災害対策改修を行ってはならない。 

４ 事業内容等の変更に伴い次条第１項第１号に規定する申請書を提出した場合は，

第２項の規定による交付変更承認通知を受けた後でなければ，当該工事に係る

変更部分の土砂災害対策改修を行ってはならない。 

 

（補助金の交付条件） 

第８条 交付規則第６条第１項の規定により補助金の交付の決定に付する条件は，

次のとおりとする。 

(1) 補助事業の内容を変更する場合又は補助金の額に変更が生じる場合は，別記

様式第４号の変更承認申請書を市長に提出し，承認を受けること。 

(2) 補助事業を中止し，又は廃止しようとする場合は，速やかに別記様式第５号

の中止等承認申請書を市長に提出し，承認を受けること。 

(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は予定期間内における補助事業の

遂行が困難になった場合は，別記様式第６号の報告書により速やかに市長に



報告して，その指示を受けること。 

２ 市長は，前項に規定する条件のほか，補助金の交付の目的を達成するために必

要な条件を，当該決定に付することができる。  

 

（申請の取下げ） 

第９条 交付規則第８条第１項の規定により補助金交付申請の取下げをすることが

できる期間は，第７条第１項の交付決定通知書を受領した日から１０日以内とす

る。 

 

（実績報告） 

第１０条 交付規則第１４条の規定により提出しなければならない補助事業等実績

報告書及び当該添付書類の様式は，別記様式第７号のとおりとし，その提出期

限は，当該補助事業の完了の日（廃止の承認を受けた日を含む。第１４条にお

いて同じ。）から起算して１か月を経過した日又は補助金の交付の決定があっ

た日の属する市の会計年度の３月１０日のいずれか早い日とする。 

２ 交付の決定を受けた補助金の一部又は全部を，所定の手続を経て翌会計年度に

繰り越した場合の補助事業年度終了実績報告書及び当該添付書類の様式は，別

記様式第８号のとおりとし，その提出期限は，翌会計年度の４月１０日とする。 

 

（補助金の額の確定） 

第１１条 交付規則第１６条第１項の規定により補助金の額を確定した場合におけ

る当該確定通知書の様式は，別記様式第９号のとおりとする。 

 

（補助金の返還） 

第１２条 交付規則第１９条の規定により補助金の返還を命じる場合における当該

補助金返還命令書の様式は，別記様式第１０号のとおりとする。 

 

（補助金の交付方法） 

第１３条 補助金は，交付規則第１６条第１項の規定による補助金の額の確定後に

交付するものとし，当該交付を受けるために提出しなければならない請求書の

様式は，別記様式第１１号のとおりとする。 

 

（帳簿等の保存期間） 

第１４条 交付規則第２０条の規定により帳簿及び書類を保存しなければならない

期間は，当該補助事業の完了の日から起算して５年を経過した日の属する市の会

計年度の末日までとする。 

 

付 則 

この要綱は，平成２７年１０月１日から実施する。 

付 則 



この要綱は，令和元年１０月１日から実施する。 

付 則 

この要綱は，令和３年４月２日から実施する。 

 

 


